
特 別 な 事 由 が あ る 場 合 の 利 用 者 負 担 額 取 扱 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 ２ ７ 条 第 ３ 項 第

２ 号 、 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 各 号 、 第 ２ ９ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 、 第 ３ ０

条 第 ２ 項 各 号 及 び 豊 中 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型

保 育 事 業 の 利 用 に 係 る 費 用 の 負 担 に 関 す る 規 則 第 7 条 に 規 定

す る 特 別 な 事 由 が あ る 場 合 の 利 用 者 負 担 額 の 取 扱 い に つ い

て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 特 別 な 事 由 の 範 囲 ）  

第 ２ 条  市 長 は 、 利 用 者 負 担 額 の 算 定 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 者 の 申 込 み に よ り 利 用

者 負 担 額 を 次 の 各 号 の 該 当 す る 状 況 を 考 慮 し 算 定 す る こ と

が で き る 。  

（ １ ）  所 得 の 減 少 に よ る も の （ 失 業 、 休 、 廃 業 又 は 疾 病 、

負 傷 等 ）  

（ ２ ）  災 害 に よ る も の  

（ ３ ）  全 各 号 に 類 す る も の で あ っ て 特 別 の 事 情 が あ る も の  

（ 算 定 の 方 法 ）  

第 ３ 条  前 条 の 各 号 に 該 当 す る 者 の 利 用 者 負 担 額 の 算 定 方 法 は

別 表 の と お り と す る 。  

２  前 条 に 規 定 す る 各 号 の う ち 、 2 以 上 の 規 定 に 該 当 す る も の

に つ い て は 、 利 用 者 負 担 額 が 最 も 低 く な る 規 定 を 適 用 す る 。 

（ 特 別 な 事 由 の 取 消 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 第 ２ 条 に 規 定 す る 特 別 な 事 由 が あ る と 認 め ら

れ た 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 直 ち に 特

別 な 事 由 が あ る と 認 め ら れ た こ と を 取 り 消 し 、 豊 中 市 特 定 教

育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 利 用 に 係 る 費 用 の 負

担 に 関 す る 規 則 第 ３ 条 に 基 づ き 算 定 す る も の と す る 。  

（ １ ）  資 力 の 回 復 、 そ の 他 の 事 情 の 変 化 に よ っ て 特 別 な 事

由 が 不 適 当 と 認 め ら れ る と き 。  



（ ２ ）  偽 り の 申 込 、 そ の 他 の 不 正 の 行 為 に よ っ て 特 別 な 事

由 が 認 め ら れ る と き 。  

第 ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の 他 、 特 別 な 事 由 の 取 扱 い に つ

い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 し 、 平 成 ２ ７ 年 ４

月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  


